
事業名 ①住宅リフォーム事業費補助事業

②郊外住宅団地（モデル団地）子

育て世帯住み替え支援事業

③子育て世帯住み替え等促進空

き家リノベーション事業

④移住促進のための空き家リノ

ベーション事業

⑤木造住宅耐震補強工事に伴う

リフォーム工事補助事業

⑥住宅改修費等支給

⑦居宅生活動作補助用具及び住

宅改修費

目的

・地域経済の活性化

・居住環境の向上

・世代の混住による郊外住宅団

地　の活性化

・中古住宅の流通を促進して空き

家の解消

・市内の定住促進

・空き家の有効活用

・市内の定住促進

・空き家の有効活用

・住宅の耐震化による災害の軽

減

・要支援・要介護者が自宅で自立

した生活をするための支援

・障害者が自宅で自立した生活を

するための支援

補助額 費用の１/５ 費用の１/３ 費用の１/３ 費用の１/３ 費用の１/３

費用から所得に応じた利用者負

担額を除いた額

（給付制限中の方は７/１０）

費用から所得に応じた利用者負

担額を除いた額

上限 １０万円 ３０万円 ３０万円 １００万円 ２０万円 ２０万円 ２０万円

対象

・本市に住所を有し、自己の所有

する住宅に居住している方

・１８歳未満の子を有すること

・市外からの転入者

・１８歳未満の子を有すること

・市外から郊外住宅団地（１１団

地）以外への転入者

・県外からの転入者

・昭和５６年５月以前着工の

　３階以下の木造住宅

本市に住所を有し、要介護認定を

受けている人

本市に住所を有する学齢児以上

の方で、以下１又は２に該当する

人

１下肢又は体幹機能障害３級以

上の身体障害者手帳を有してい

る人（特殊便器への取替をする場

合は、上肢障害２級以上の人）

２障害者総合支援法の対象とな

る難病患者のうち、下肢又は体幹

機能に障害ある人

主な条件

・費用が２０万円以上

・市内に本社がある事業所が施

工

・市税を滞納していないこと

・費用が３０万円以上

・地域活動への参加

・市税を滞納していないこと

・費用が３０万円以上

・地域活動への参加

・市税を滞納していないこと

・費用が３０万円以上

・地域活動への参加

・市税を滞納していないこと

・耐震診断が評点０.７未満の

　住宅を評点１.０以上とすること

・市税を滞納していないこと

・改修予定の住宅（住民票がある

住宅）に対象者が居住しているこ

と。

・改修予定の住宅に対象者が居

住していること

予算額 H２７：２５,０００千円

H２７：１０,１２０千円

　　　（家賃補助も含む）

５,０００千円(２６年度２月補正） ３,０００千円(２６年度２月補正）

H２７：２,０００千円

　　　（１００％県費）

H２７：１１５,３６７千円（一括計上）

H２７：５７,０００千円

　（日常生活用具給付事業として

一括計上）

施行日 H27.7.1 H25.4.1 H27.3.23 H27.3.23 H23.7.1 H12.4.1 H18.9.29

備考

・事前申請受付（9月から）

・応募者多数の場合は抽選

・親世帯と近居の場合は加算あり

・団地は造成後３０年以上、概ね

２０ha以上で高齢化率が市平均

以上の団地

・親世帯と近居の場合は加算あり ・県による補助事業を活用 ・県による補助事業 ・介護保険法に基づく保険給付 ・障害者総合支援法に基づく給付

担当課

商工農水部

商業勤労課

都市整備部

都市計画課

都市整備部

都市計画課

都市整備部

都市計画課

危機管理室

（申請窓口は建築指導課）

健康福祉部

介護・高齢福祉課

健康福祉部

障害福祉課

住宅リフォームに関連する支援事業






